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東京聖栄大学後援会会則

　　　　　　　　　　　  第  １  章　　　名　　　　　称

第  １  条　　本会は東京聖栄大学後援会と称し、事務所を同学内に置く。　　　

　　　　　　　　　　　  第  ２  章　　　目　　　　　的

第  ２  条　　本会は東京聖栄大学の在学生保護者と大学が密接な連携を図り、学生生活や大学の教育事

　　　　　業の振興を支援し、会員相互の親睦を深めることにより、大学の発展・向上に資することを

　　　　　目的とする。

                                          第  ３  章　　　会　　　　　員

第  ３  条　　本会の会員は、東京聖栄大学に在学する全学生の父母またはこれに代わる保護者とする。

　　　　　　　　　　　  第  ４  章　　　事　　　　　業　　　

第  ４  条　　本会はその目的を達成するために次の事業を行う。

　　　　　　　1.　教職員と保護者との懇談会の開催

　　　　　　　2.　学生の課外活動の支援

　　　　　　　3.　わたなべ奨学・奨励基金の助成　

　　　　　　　4.　後援会会報の発行

　　　　　　　5.　本学学生の募集、就職、社会活動への協力

　　　　　　　6.　その他本会の目的を達成するために必要な事業

　　　　　　　　　　　  第  ５  章　　　会　　　　　計

第  ５  条　　本会の経費は会費及び寄付金をもってこれにあてる。

　　　　　　　会費は年額１２,０００円とし、毎年度初めの授業料と共に納める。

第  ６  条　　本会の会計年度は４月１日に始まり翌年３月３１日に終る。

　　　　　　　　　　　  第  ６  章　　　役員及び役員会

第  ７  条　　本会の役員は次のとおりとする。

　　　　　　　会　長　　１名　　　副会長　　３名以内　　　 会計監査　　３名以内　　　

　　　　　　　会　計　　２名　　　役　員　　若干名

第  ８  条　　本会に顧問及び相談役を置く。顧問は理事長、学長とし、相談役は歴代の会長、旧役員等

　　　　　で本会の功労者の中から会長がこれを委嘱する。

　　　　　顧問及び相談役は役員会に出席し、重要事項の諮問に応える。

第  ９  条　　役員の選出は次のように行われる。

　　　　　　　1.　役員は総会において選出する

　　　　　　　2.　会長及び副会長は役員の互選により選出する

　　　　　　　3.　会計監査及び会計は役員会で選任する

　　　　　



第  10  条　　役員の任期は１年とする。ただし再任をさまたげない。　　　　　　　

第  11  条　　役員の任務は次のとおりとする。

　　　　　　　1.　会長は本会を代表し、会務を総理する

　　　　　　　2.　副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する

　　　　　　　3.　会計は本会の会計業務を行う

　　　　　　　4.　会計監査は随時会計の監査を行う

　　　　　　    5.　役員は会長及び副会長とともに本会の業務を執行する

　　　　　　　　　役員の業務分担は別に定める

第  12  条　　役員会は役員によって構成された議決機関で、会長が必要と認めたときに招集する。

第  13  条　　役員会において総会招集が困難と認められたときは、会則の変更を除き役員会の議決をも

                     って総会の決議に代えることができる。

　　　　　　　　　　　　  第  ７  章　　　総　　　　　会

第  14  条　　本会の総会は次のとおりとする。

　　　　　　　総　　会　　　毎年４月入学式当日とする。

　　　　　　　臨時総会　　　役員会で必要と認めた時、会長が招集する。�

　　　　　　　　　　　　  第  ８  章　　　支　　　　　部

第  15  条　　本会はその目的を達成するために、支部を置くことができる。

第  16  条　　支部は細則を制定して、本会役員会に報告する。

第  17  条　　支部は支部長及び支部役員を選任して支部の事務を処理させる。

第  18  条　　支部長は支部を代表し本部との連絡を密にする。

　　　　　　　　　　　　  第  ９  章　　　事　　務　　局

第  19  条　　本会に事務局を置き、本会の運営に必要な諸帳簿を備え、会長の任命する担当者（書記１

　　　　　名）によって事務を処理する。

  　　　　　　　（付　　　　則）

　　　　　　  １．本会則は平成１７年４月１日から施行する。

　　　　　　  ２．本会則は平成１８年４月１日から改正・施行する。

　　　　　　  ３．本会則は平成２０年４月１日から改正・施行する。

　　　　　　　

　　　　　　　

　


